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　違反処理に当たっては、通常の予防業務に必要な知識・
技術に加え、処分等に係る行政手続や訴訟対応に関する

（1） 基本的な考え方
��予防業務には、①建物建築時の厳格な審査・検査（消防同意等）、②適切な状態が維持されていることの確認（立
入検査）、③違反状態がある場合の早期是正（違反処理）があるが、これらの一連の業務を一体的に運用して
いくことが必要不可欠。また、予防業務で得られた情報を警防活動に活かすことも重要。
��権力的行政の側面が強い予防行政は、消防職員が公正・中立の立場で実施すべき。また、予防業務では、警
防活動において重要な施設、設備に関しても①～③の一連の業務を行うこととなることから、警防活動を全く
担わない都道府県等の組織が予防業務を実施することについては、警防活動の実態にそぐわない指導を予防業
務において行ってしまう等の危険性を懸念する意見が多い。
��違反処理の責任主体（権限行使の効力の帰属）は管轄消防本部の消防長・消防署長にあるが、責任主体とは
異なる主体が違反処理の実施主体となる場合は、過去の指導経過との齟齬を生じることなく、責任主体の意思
が確実に反映されるよう、その手続等についての慎重な検討が必要。

（2） 連携の対象とする事務の範囲の考え方
��受援側消防本部（違反対象物を管轄する消防本部）のみならず、応援側消防本部（違反対象物を管轄しない
消防本部）においても増加する予防事務の処理に忙殺されている現状に鑑みれば、通常の予防業務とは異なる
特に高度で専門的な知識等を必要とする措置命令、告発等の事務で、各消防本部のみでは対応が難しいケース
に限定することが現実的。

（3） 検討の対象とする連携の手法並びに期待される効果及び想定される課題・留意事項
��基本的な考え方等を踏まえ、「職員の派遣」「協議会」「事務の代替執行」を検討の対象とすることとし、それ
ぞれについて期待される効果、想定される課題・留意事項を別紙のとおり整理。

（4） 今後の推進に当たっての考え方
��高度で専門的な知識等を必要とする違反処理業務については、近隣の消防本部間での「職員の派遣」による
協力体制の構築に向けた具体的な方策を検討するほか、各地域における予防業務の実情等に応じて「協議会」「事
務の代替執行」等の活用可能性についても検討することにより、広域的な連携・協力を図っていくことが有効。
　※�当面の対応としては、「職員の派遣」を活用して、「違反是正支援アドバイザー制度」等により派遣した大規
模消防本部等の職員を派遣先の消防吏員に併任する等、派遣先消防本部においても立入検査や措置命令等の
権限行使ができる仕組みを構築することが考えられる。
��なお、「人口減少社会における持続可能な消防体制のあり方に関する検討会」の議論を踏まえた消防本部の対
応も念頭に置いた上で、各消防本部において具体的な運用を検討していくことが重要。

「違反処理に係る消防
本部間の広域的な連携
のあり方に関する検討
結果報告書」の概要

予防課

専門的知識・経験が必要となりますが、特に小規模な消
防本部においては専従職員の配置が難しく、各種業務を
兼務しながら違反処理を実施している実態があり、違反
処理のための高度な専門性を有する職員の育成・配置が
課題となっています。
　こうした状況の中、近隣の消防本部間で相互に協力・
支援することにより、高度な専門性を必要とする違反処
理体制を構築することも、有効な対策の一つとなり得る
ことから、複数の消防本部が連携して違反処理を行うた
めの手法について検討し、本年３月にとりまとめた「違
反処理に係る消防本部間の広域的な連携のあり方に関す
る検討結果報告書」の概要を紹介します。

違反処理に係る消防本部間の広域的な連携のあり方に関する検討結果（ポイント）
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検討の対象とした制度活用のイメージ及び期待される効果・課題（別紙）

〔制度活用のイメージ〕

職
員
の
派
遣

⃝�大都市等の消防本部の職員を小規模消防本部の求めにより派遣し、小規模消防本部の消防吏員に併任す
る等により、当該職員が小規模消防本部の職員と連携して権限行使を行う。

⃝�小規模消防本部の職員を大都市等の消防本部に研修派遣し、大都市等の消防本部の消防吏員に併任する
等により、権限行使の経験を積み、ノウハウを習得。

協
議
会

⃝�違反対象物に対する措置命令、告発等の業務を執行する主体として、都道府県等の単位で大都市等の消
防本部を含む管理執行協議会を設置し、協議会が構成消防本部の消防長等の名において命令等の事務を
執行。

事
務
の
代
替
執
行

⃝�大都市消防本部又は都道府県が、小規模な消防本部管内の違反対象物に対して、小規模な消防本部の消
防長等の名において命令等の事務を代替執行。

○�消防本部Ｂ及び消防本部Ｃから消
防本部Ａに職員を派遣・併任。
○�派遣された職員は、Ａ消防本部の
消防長等の名において管内の違反
処理を実施。

○�Ａ消防本部が重大違反対
象物を覚知。
○�Ａ消防本部から同防火対
象物関係者に対し、違反
処理についてはＳ消防本
部において代替執行を行
う旨説明。
○�Ｓ消防本部において改修
指導及び必要な違反処理
を実施（代替執行）。

○�Ｘ県内の消防本部（Ａ～Ｃ）で管理
執行協議会を設置。
○�協議会会長は、Ａ消防本部の消防
長等の名において、違反処理を実施

Ａ管内の重大
違反対象物

Ａ消防本部

Ｃ消防本部

Ｂ消防本部

（違反処理） （派遣・併任）

（派遣・併任）

Ａ消防本部 Ｂ消防本部 Ｃ消防本部

Ｘ県消防違反処理
管理執行協議会

Ａ管内の重大
違反対象物

（違反処理）

Ａ消防本部

①過去の
立入検査
において
重大違反
を覚知

②関係者に対し、Ｓ消防本部
の代替執行による立入検
査・違反処理を行う旨説明

Ｓ消防本部

③防火対象物名等を通知
（代替執行による違反処
理を要請）

Ｓ消防本部職員で
査察隊を編成

Ａ消防本部管内
へ出張

④立入検査（代替執行）

⑤是正指導（代替執行）

⑥警告・命令（代替執行）

⑦状況・結果の報告



消防の動き '16 年 ６月号   - 17 -

問合わせ先
　消防庁予防課企画調整係　桐原
　TEL: 03-5253-7523

〔制度の特徴、期待される効果〕
職員の派遣 協議会 事務の代替執行

⃝�高度な専門性・経験を有する大都市消防本
部の職員が小規模消防本部における命令
等の事務を直接的に支援することが可能。
⃝�命令等の責任主体（権限行使の効果の帰
属）と同じ主体を実施主体（いずれも各消
防本部の消防長等）とした上で、実態上、
大都市の消防本部における専門的知識・経
験を活用して命令等を行うことができる。

⃝�制度の運用に際して議会の議決が不要で
あるため迅速な対応が可能。また、一時
的な業務量の増加等に対しても柔軟な対
応が可能。
⃝�研修を通じたノウハウの共有が可能。

⃝�同左

⃝�命令等の責任主体（権限行使の効果の帰
属）は各消防本部の消防長等とした上で、
実態上、協議会が命令等を行うことがで
きる

⃝�協議会で取り決めた共通の基準で統一的
に違反処理を行うことができる。

⃝�制度の運用に際して議会の議決が必要。

⃝�協議会を通じたノウハウの共有が可能。

⃝�同左

⃝�命令等の責任主体（権限行使の効果の帰
属）は各消防本部の消防長等とした上で、
実態上、大都市消防本部が命令等を行う
ことができる。

⃝��同左

〔想定される課題・留意事項〕
職員の派遣 協議会 事務の代替執行

⃝�派遣職員が派遣先で立入検査や措置命令
等の権限を行使する場合は、当該職員を
派遣先の消防吏員に併任する等の対応が
必要。
　⇒�併任時における派遣職員の身分の取扱
い等について、協定であらかじめ定め
ておく等の対応が必要

⃝�大都市等の消防本部においても、増加す
る予防事務の処理に忙殺されている現状
に鑑みれば、近隣消防本部の予防業務を
支援する場合、地域の実情等に応じてそ
の内容を限定するなど、制度を有効に機
能させるための仕組みとする必要がある。
　⇒�通常の予防業務とは異なり特に高度で

専門的な知識等を必要とする措置命令、
告発等の事務に限定することが現実的。

⃝�多くの場合は大都市等の消防本部による
片務的な支援となることが想定されるた
め、大都市等の消防本部の理解・協力を
どう得ていくかが課題。
　⇒�既に運用されている「違反是正支援ア
ドバイザー制度」等の活用が有効では
ないか。

⃝�命令、告発等の違反処理を実施する際は
過去の指導経過を踏まえた丁寧な対応が
必要となるが、過去の指導の実施主体で
ある管轄消防本部と異なる主体が命令、
告発等の違反処理を行う場合、過去の指
導内容との間に齟齬が生じないような仕
組みが必要。

　⇒�命令、告発等の実施に際しては、管轄
消防本部の見解や意思を確認する手続
きを定めておく等の対応が考えられる。

⃝��同左
　�（協議会において違反処理を行う場合に、
通常の予防業務に必要な知識・技術に加
え、処分等に係る行政手続きや訴訟対応
に関する専門的知識・経験が求められる
ため、多くの場合は大都市等の消防本部
の職員による支援が必要となることが想
定される。）

⃝��同左

⃝�協議会で処理する事務の範囲を、通常の
予防業務とは異なり特に高度で専門的な
知識等を必要とする措置命令、告発等に
限定したとしても、当該事務は従来から
各消防本部において処理されてきたこと
や協議会運営のための事務が新たに増加
することに鑑みれば、協議会を設置する
ことの必要性（期待される効果）につい
ての理解を得るための丁寧な説明が必要。

⃝��同左

⃝��同左
　�（仮に、都道府県において違反処理を代替
執行することとした場合、都道府県は消
防業務全般に係る実務上の知識・経験を
有しないため、多くの場合は大都市等の
消防本部の職員による支援が必要となる
ことが想定される。）

⃝��同左

⃝�管轄消防本部が命令、告発等を実施する
ことはない（命令、告発等が実施される
のは、大都市等の消防本部の代替執行が
行われる場合に限られる）との誤った認
識を地域住民や防火対象物の関係者に与
えないよう留意する必要がある。

　⇒�管轄消防本部においても引き続き、必
要に応じた命令、告発等の権限行使を
行うことについて適切に広報する等の
対応が必要。


